
掲示期間 3.27-4.5 

新潟市水上消防隊設置及び運用規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年３月２７日 

新潟市消防局訓令第１６号 

新潟市消防局長 阿部 一彦   

新潟市水上消防隊設置及び運用規程の一部を改正する規程 

新潟市水上消防隊設置及び運用規程（昭和４６年消防本部訓令第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第３項中「新潟市災害活動組織及び部隊運用規程（」の次に「平成１９年新潟市

消防局訓令第１２号。」を加える。 

第７条第１号中「及び航行しうる」を「、航行しうる海域及び」に改める。 

第８条中「救難出動」を「救助出動」に改める。 

第１５条を削り、第１６条中「航海日誌（別記様式第１号）」を「船員法施行規則（昭

和２２年運輸省令第２３号）第１１条に規定する航海日誌」に改め、同条を第１５条とす

る。 

第１７条中「別記様式第２号」を「別記様式第１号」に改め、同条を第１６条とする。 

第１８条中「別記様式第３号により」を「別記様式第２号により記録し、」に改め、同

条を第１７条とする。 

第１９条中「別記様式第４号」を「別記様式第３号」に改め、同条を第１８条とする。 

第２０条を第１９条とし、第２１条から第３３条までを１条ずつ繰り上げる。 

第３４条第６号中「脱落損傷老化」を「脱落、損傷及び老朽化」に改め、同条を第３３

条とする。 

第３５条を第３４条とする。 

第３６条第５号中「難ける」を「避ける」に改め、同条を第３５条とする。 

第３７条を第３６条とする。 

第３８条第６号中「ながく」を「長時間」に改め、同条を第３７条とする。 
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第３９条を第３８条とし、第４０条を第３９条とする。 

第４１条第５号中「適否検査補給」を「適否検査及び補給」に改め、同条を第４０条と

する。 

第４２条を第４１条とする。 

第４３条中「毎年春」を「毎年」に改め、同条を第４２条とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１号から別記様式第３号までを次のように改める。 

別記様式第１号（第１６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第２号（第１７条関係） 

 

 

 

 

別記様式第2号（17条関係）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

細密整備検査状況表

しなの装備品

積
載
物
・
そ
の
他

エ
ン
ジ
ン
関
係

水上消防隊年度

蓄電池

航海灯

燃料

消防無線装 置一
式

VHF無線装置一式

監視カメラ

手動ビルジ ポン
プ

泡タンク・配管

清水タンク

グランドパ ッキ
ン

船
体
関
係

　　　　　　　　月
日
検査項目

　　　　　　　　月
日
検査項目

※異状あるときは☒異状ないときは☑としてその概要を簡単に記載すること。

乗員室灯

各倉庫灯

操舵室灯

電
気
関
係

ポ
ン
プ
関
係

双眼鏡

油処理剤散 布装
置一式

消火器

エアコン

トイレ装置

泡・油処理剤

サーチライト

作業灯

救難排水装置

ストレーナー

電動弁

放水集合管

パイプ回り

真空ポンプ

ビルジポンプ

船底弁

放水制御監視盤

放水砲装置

操
舵
装
置

航海灯

停泊灯

パトライト 梯子

舵 ホース

ウォータージェット トビ

ジョイステ ィッ
ク

船底ビルジ

操舵室 吸管

計器類 配電盤

レーダー

機関室灯

外灯

船内通話装置 浮環

赤色灯 各種ロープ

救急ベッド

空気呼吸器

管鎗

自衛噴霧

各計器類

舵輪 排気音

コントロール
レバー

消音器

ダビット 減速機

キャプスタン 海水漉し器

旗竿 軽油

マスト オイル量

ベンチレーター 蓄電池No．１

いかり及台座 蓄電池No．２

窓・ワイパー 油圧状況

ハッチ 冷却水状況

かかり具合

異音

回転状況

充電状況

船体外部

ワックス

防舷物

ピット・ボ ラー
ド



 

別記様式第３号（第１８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号を削る。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


